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北九州市公告第２６号

 次の自動車の所有者は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４３条の規

定に違反しているので、令和２年２月６日までに当該自動車を除却してくださ

い。

 なお、上記の期限までに除却しないときは、北九州市において除却します。

令和２年１月２３日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

     種類及び型式      置かれている場所

普通乗用自動車

トヨタ イプサム

車体の色 シルバー

登録番号 北九州３３０と・・４３

北九州市門司区大里戸ノ上三丁目１２番

１７号西側市道大里戸ノ上３７号線路上
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北九州市公告第２７号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のと

おり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和２年１月２３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  （仮称）ドラッグコスモス二島店 

  北九州市若松区二島一丁目４番１０６ 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社コスモス薬品 

  代表取締役 横山英昭 

  福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者 

  株式会社コスモス薬品 

  代表取締役 横山英昭 

  福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  令和２年９月１７日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  １，５２８．０７平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

（１） 駐車場の収容台数 

  ６１台 

（２）  駐輪場の収容台数 

  １１台 

（３）  荷さばき施設の面積 

  ２７平方メートル 

（４） 廃棄物等の保管施設の容量 

  ９立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１）  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
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  午前９時から午後１０時まで 

 （２）  来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  午前８時３０分から午後１０時３０分まで 

 （３）  駐車場の自動車の出入口の数 

  出入口２箇所 

（４）  荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

  ２４時間 

８ 届出年月日 

令和２年１月１６日 

９ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域・観光産業振興部商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市若松区浜町一丁目 1 番 1 号 

  北九州市若松区役所総務企画課 

１０ 縦覧期間 

   この公告の日から令和２年５月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

１１ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を令和２年５月２５日までに北九州市産業

経済局地域・観光産業振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提

出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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北九州市公告第２８号

 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という 。） 第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。 

  令和２年１月２３日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 売り払う物件

（１） 所在地 北九州市八幡西区大字上上津役１２７番地 1  
（２） 種類 スギ及びヒノキの立木

（３） 林齢 ５６年生

（４） 面積 ４．６０ヘクタール

（５） 最低落札価格 ２２２万２，０００円

（６） 木材搬出期間 契約締結日から３６箇月

２ 契約条項を示す場所及び期間

（１） 場所

北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市産業経済局農林水産部農林課

（２） 期間

令和２年１月２７日から同年２月７日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで

３ 入札の要領及び参加申請書を交付する場所及び期間

（１） 場所

 北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市産業経済局農林水産部農林課

 （２） 期間

令和２年１月２７日から同年２月７日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで

４ 入札の参加申請を受け付ける場所及び期間

（１） 場所

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市産業経済局農林水産部農林課

（２） 期間

令和２年１月２７日から同年２月７日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午後５時１５分まで

５ 入札及び開札の日時及び場所
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 （１） 入札日時

 令和２年３月４日 午前１０時

 （２） 開札日時

 入札後直ちに行う。

（３）入札及び開札の場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市役所地下２階第２入札室

６ 入札に参加することができる者の資格

次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項の規定又は契約規則第２条の規定に該当する者

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「法」という 。） 第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という 。） のほか、次に掲げる者

ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し

ようとする者

イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という 。） 又

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

ウ 次のいずれかに該当する者

   （ア） 法人でその役員等が暴力団員であるもの又は暴力団員がその経

営に実質的に関与しているもの

（イ） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者

（ウ） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者

（エ） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者

（オ） 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用して

いる者

エ アからウまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

７ 入札保証金

 （１） 入札金額の１００分の５

 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、北九州市に帰属

する。
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８ 入札の無効

  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

９ 入札の中止

  特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けて

も、北九州市は、補償の責めを負わない。

１０ 入札等に係る問合せ先

 北九州市小倉北区城内１番１号

 北九州市産業経済局農林水産部農林課

 電話 ０９３－５８２－２０７８
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